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１ 趣旨 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２１条に

基づき，新型コロナウイルス感染症の患者（疑似症患者，無症状病原体

保有者含む。）については，入院となる方に対し，公共交通機関でなけ

れば，移動手段がない場合，本所にて，医療機関までの移送ができるこ

ととなっています。 

  これらの対象に該当しない方については，医療機関の医師による診療

の結果，感染の疑いがあるものの，公共交通機関を利用しなければ受診

できないケースも見られることから，感染拡大防止のため，移送事業を

開始します。 

２ その他 

  詳細については，添付資料「新型コロナウイルス感染症に係る移動困

難者等移送業務（有料）を開始します。」を御参照ください。 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 

１ 本業務は，市民からの申し出ではなく，医療機関の医師からの申

し出により，実施の可否を判断して実施するものです。 

２ 車両，運転手及び従事者は，厳重な感染予防対策を講じておりま

す。 

３ 当該業務は，業務委託先の患者搬送事業として実施いたします。 

  なお，問い合わせが殺到したり，新型コロナウイルス感染症に係

る風評被害が生じるおそれがあるため，業務委託先は公表いたしま

せんので，御了承願います。 

備  考 
 

 

 



新型コロナウイルス感染症に係る 

移動困難者等移送業務（有料）を開始します。 

▶旭川市保健所からのお知らせ◀ 

 

 

 

 

 

旭川市保健所では，令和２年３月２７日（金）より，新型コロナウイルス感染症が疑わ

れる患者様が感染症指定医療機関や２次医療機関（以下「感染症指定医療機関等」という。）

に移動する手段がない場合，移送車（有料）を紹介する事業を始めました。 
 

１ 対象者 

１次医療機関に受診し，新型コロナウイルス感染症が疑われ，感染症指定医療機関等

に紹介された方のうち自力での移動が困難な方（旭川市民に限る） 
 

２ 利用可能時間・期間 

  ８：４５～２２：００ 

  ※当面，４月２７日（月）まで。（ただし，延長の可能性あり。） 
 

３ 利用方法 

  保健所に連絡し，移送車を依頼してください。保健所から委託先に送迎を指示し，患

者様を貴院から感染症指定医療機関等に移送します。 

 

 

 
   
 
 
 
 

【利用イメージ】 

＊移送車の使用につきましては，移動に係る経費は自己負担となります。 

医療機関の皆様におかれましては，利用前に，患者様に有料（通常より，やや高めの料金設

定）であることの御説明をお願いします。 

旭川市保健所の連絡先：２５－９８４８（８:45～21:00） 

               ２６－１１１１（21:00～22:00） 

 毎日 

 

 

※毎日 


